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平成２１年第１回蟹江町議会定例会会議録 
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○議長 奥田信宏君 

  皆さん、おはようございます。 

  平成21年第１回蟹江町議会定例会継続会を開催いたしましたところ、昨日に引き続き定刻

前にご参集いただきまして、まことにありがとうございます。 

  ただいまの出席議員は16名です。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  一般質問をされる議員の皆さんに、また答弁をされる皆さんにも、議長と広報編集委員長

からお願いをいたします。 

  一般質問を行った後、議場で読み上げた質問書及び答弁書の原稿の写しを事務局へご提出

いただき、広報及び会議録の作成にご協力をお願いいたします。 

  これより日程に入りますが、答弁をされる皆さんは努めて簡潔明瞭にされるようにお願い

をいたします。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第１ 「一般質問」を行います。 

  発言を許可いたします。 

  質問６番 伊藤俊一君の２問目「ニツセン跡地開発の現状と今後について」を許可いたし

ます。 

  伊藤俊一君、質問席へお着きください。 

○２番 伊藤俊一君 

  ２番 伊藤俊一でございます。 

  議長のお許しをいただきましたので、「ニツセン跡地開発の現状と今後について」と題し

まして質問させていただきます。 

  このニツセン跡地につきましては、皆さんいろいろと工事がとまっておって、ご心配なこ

とと思います。 

  昨年12月議会の全員協議会におきまして、ニツセン跡地利用について、次のように報告が

ありました。昨年の３月25日、愛知県へ大規模小売店舗立地法に基づく届け出書が提出され

たことをきっかけに、20年６月議会までの経過報告と、以降、住民説明会など事務手続を経

て８月には計画書の縦覧期間が終了し、結果として多数の意見書が提出をされたわけでござ

います。 

  また、10月22日には、大規模小売店舗立地法に基づく立地審議会が開催され、この審議会

の答申を踏まえた県意見が11月25日付で設置者に通知されたと報告がありました。当然、事

業者はこのことを念頭に置き、開店に向け準備を進めていることと考えておりますけれども、

最近の建設の状況を見ますと、工事が一向に進んでいない状況でございます。 

  そこで、ニューシティー蟹江町町内会会長であります冨田さとみさんより、蟹江ＳＣプロ
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ジェクト特定目的会社及び都市綜研インベストバンク株式会社あてに要望書が出されました。

その要望書を少しご披露を申し上げたいと思います。 

  １つ目といたしまして、店舗オープン後、車両の混雑が予想されるため、施設周辺での歩

行者及び自転車などの十分な安全対策の実施をすること。２つ目には、夜間における看板な

どの光や照明の配備。３つ目に、事業主からの提案があった整備員の配置図、それに基づく、

万が一変更があった場合には、町内会との協議の上、決定をすること。４つ目には、周辺環

境に影響を与えぬよう、愛知県公害防止条例及び環境基本法に基づき、敷地内の騒音、排気

ガス等環境問題には十分な配慮を行うこと。５つ目には、蟹江警察署及び蟹江町役場並びに

関係行政と協議の上、適切な防犯対策の検討と町内会への報告。６つ目には、開店後、地域

住民の意見や相談などの窓口の設置と連絡先の提示をすること。７つ目に、施設の所有者に

変更のある場合、譲渡先に対する本要望書の内容を継承すること。８つ目に、上記事項以外

の要望が新たに出てきた場合には、協議の上、配慮をすること。このような要望書が21年２

月18日付で出されております。 

  そして、そんな中で、ニューシティー町内会におきまして、役員会での意見が出されてお

ります。 

  １つ目に、工事再開とオープンへの不安。明確なオープン時期が不透明なこと。２つ目に、

ショッピングセンター計画自体の中止から、治安悪化への懸念と建物の廃墟化への懸念。３

つ目に、イオンの次期年次計画に当地の計画が記載をされていない、計画自体への不信感。

４つ目に、文書にて回答あるも、約束不履行への懸念等々。５つ目に、蟹江町の活性化と雇

用確保にも大型店舗の出店は望ましい。６つ目に、蟹江町自体のさらなるインフラの整備を

求めておられます。 

  個人的な質問でありますけれども、パート先として考えている。オープンがおくれている

のは残念である。道路拡幅工事の渋滞は大変なものだが、終了後の渋滞緩和はありがたい。

行政の努力に感謝をいたしておる等々でございまして、オープンが期待をされていると。早

くオープンをしてほしい、そのような役員会でのお話があったそうでございます。 

  このようなことを念頭に置いていただきまして、お尋ねをいたします。 

  １つ目に、現在の事業の進捗状況はいかがなものかお尋ねをいたします。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  それでは、失礼をいたします。お答えをさせていただきます。 

  ニツセン跡地に、昨年度から建設を進めております大規模小売店舗、この状況についてお

尋ねであります。 

  まず、この事業、先ほど議員がおっしゃったように、昨年３月、愛知県へ大規模小売店舗

の届けが出されております。それから現在に至るまでの経緯は、議員がるるご説明されたと

おりでございます。それで、出店地の現状の状況でございますが、たしか昨年の夏ごろまで
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には、鉄骨建屋の骨組みがほぼ完了しております。その後、小規模の工事を行ってはいたも

のの、工事全体としてはストップしている状況でございます。設置者に確認をいたしました。

確認をしたところ、メディア等で報道されているように、非常に経済状況が悪い、金融状況

の悪化については、少なからずとも影響を受けてはいるものの、引き続き事業を推進してい

くという報告がありました。現在は主に県・町の意見の対応策を検討しているということで

ございました。 

  以上です。 

○２番 伊藤俊一君 

  去年の７月ごろに工事が中断をされまして、現在に至っておるわけでございますけれども、

先ほど申しましたように、イオンの計画の中に入っていないという情報を得たわけでありま

すけれども、その辺のことは、部長は聞いてみえませんか。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  イオングループでございます。これは、マックスバリュ中部といいまして、本社を松阪に

置く店舗でございますが、現在のところは仮契約が続行中であるということを聞いておりま

すので、イオングループではあるものの、イオンそのものではございませんので、現在は仮

契約が続行中であるという回答を得ております。 

○２番 伊藤俊一君 

  イオングループの中のマックスバリュということで、別は別だとは思いますけれども、い

ろいろインベストバンクのほうに聞きますと、開店はこの不況下の中で到底すぐというわけ

にはいかん。７カ月、８カ月、最悪１年後ぐらいではないかというような話も聞いたわけで

ありますが、その辺のことは、部長、聞いてみえませんか。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  先ほど申し上げましたように、開店の時期につきましてはまだ未定でございます。といい

ますのは、現在、設置者といたしましても、県の意見を重きに置きまして、その調整をして

おりますし、今後の状況についてはまだ未定であるということの報告でございます。 

○２番 伊藤俊一君 

  それでは、２つ目の質問に入りますが、県の意見に対する町及び住民への対応を、どのよ

うに今現在お考えでありますか。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  県の意見に対する町及び住民への対応の状況のお尋ねでございます。 

  まず、先ほど申し上げましたように、11月には愛知県から意見書が出されておりますが、

この中では、まず、交通対策として渋滞緩和のための迂回路設定。それから、駐車場運用の

見直しを含めた総合的な交通対策。それから、歩行者等の事故防止のための適切な交通整理

員の配置による具体的な安全対策の実施。それと、環境対策といたしましては、遮音壁の設
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置を含めた南側住居に対する騒音防止対策や排気ガス対策等の意見が述べられております。 

  これらの意見を踏まえまして、設置者と住民の間では、その後も打ち合わせの機会を持た

れ、調整が図られております。 

  特に、開発地の南側の住民とは、敷地境界付近に設置予定の遮音壁、それから駐車台数、

場内通路のルート等々について協議が進められております。最近の動向といたしましては、

今はストップしている工事の再開時に必要となります工事協定の作成、あるいは店舗オープ

ン後にも危惧される騒音、排ガス等に係る環境協定等の締結に向け、調整が進められている

状況でございます。 

  以上です。 

○２番 伊藤俊一君 

  いろいろと本当に努力をされまして、オープンに向けて準備が着々と進んでおると。整備

もいろいろ進めていただきまして、いろいろな努力をされているなと思っておるわけであり

ますが、福田川の西の拡幅、あそこも思ってもみない俊敏さで対応していただいたというこ

とも喜んでいるわけでありますけれども、肝心の店がとまったままだということであります

けれども、そんな中で、少しでも早く整備が整っていい店ができたらいいなとそんなふうに

思っております。 

  ３つ目の質問をさせていただきますが、本町５丁目の交差点改良を初め、周辺公共施設の

整備状況、これが大分整ってきたなと。しかし、ＪＲの踏切のあの問題が残っておるという

こともありますけれども、前回の質問のときにも、ＪＲの高架に向けて徐々に準備を進めて

おると町長からも力強い回答をいただいたわけでありますが、その後、少しでもその辺も進

捗しているかどうかも含めまして、答弁をお願いしたいと思います。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  本町５丁目交差点付近の整備を初め、周辺の公共施設の整備状況についてお尋ねでありま

す。 

  それでは、本町５丁目の交差点改良工事につきましては、愛知県の工事発注によりまして、

昨年の11月に着手しております。それから、この３月までの完了を目指して施工を進めてお

ります。工事の進捗状況といたしましては、歩道部分の整備はほとんど済んでおりますが、

車道部分の工事、これに少し時間を要しております。当初の工事計画より少しおくれており

まして、今の予想でいきますと、若干、年度内には完了が難しいかなというふうに考えてお

ります。 

  理由といたしましては、結構やっぱりガス管だとか下水道管、電気配管などございまして、

地中の埋設管の関係がございまして、少し工事がおくれております。それと、電々柱とか電

柱が多うございますので、その移設の関係もありまして、全体の工事のおくれにつながって

いるというふうに県から報告を受けております。 
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  それから、先ほどおっしゃられました私どもの工事でございますが、関連している工事と

して本町129号線、それから町道東郊線の道路整備工事、これを町の発注工事分として発注

しております。これにつきましては、両工事とも工期の３月末までには完了する予定で進め

ております。 

  以上、工事の整備状況を説明させていただきましたが、本町５丁目の交差点、非常に混雑

しております。若干、年度にまたがるおそれもございますが、もうしばらく皆様方にはご迷

惑をかけますが、ご理解くださるようよろしくお願い申し上げます。 

  それから、東郊線の踏切につきましては、先回の議会でもお答えしておりますように、い

ろいろなＪＲとの協議を進めておりますので、できるだけ早い時期に委託会社が見つかるよ

うに続けて努力いたしてまいります。 

○２番 伊藤俊一君 

  ありがとうございました。 

  これは大体のことが環境も整って、あと大型店の完成を待つ。しかし、先ほど申しました

ように、オープンが到底ことしじゅうには難しいんではないかというような状況のようであ

ります。それまでには、本当に交通アクセス、それから環境の整備、こういったことも整え

ていただいて、いつでもオープンができるというような状況が期待されるわけでございます。

どうかそのような意味におきまして、皆さん方のご努力をよろしくお願いを申し上げまして、

質問を終わります。 

  以上です。 

○議長 奥田信宏君 

  以上で伊藤俊一君の質問を終わります。 

  質問７番 小原喜一郎君の１問目「雇用とくらしを守るための行政の対応について」を許

可いたします。 

  小原喜一郎君、質問席へお着きください。 

○７番 小原喜一郎君 

  ７番 日本共産党の小原喜一郎でございます。 

  私は、「雇用とくらしを守るための行政の対応について」ということで質問させていただ

くわけでありますけれども、まず最初に、何といいましょうか、世界と日本の経済、経済と

雇用情勢について、一般情勢について述べたいと思うのであります。 

  米国発の金融危機が世界や日本の経済に深刻な影響を与えています。米国型の経済のこと

を、よくカジノ資本主義と呼びます。その破綻が今回の金融危機でございます。カジノとは、

ルーレット、カードなどを備えた賭博場のことです。英国人経済学者のスーザン・ストレン

ジ氏は、著書「カジノ資本主義」の中で、金融システムは急速に巨大なカジノ以外の何物で

もなくなりつつあると指摘、世界的なカジノの元締めは大銀行などで、農民、輸出業者、小
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売業、工場労働者などすべての者が心ならずもその日のゲームに巻き込まれていると述べて

います。 

  賭博につぎ込むマネーは急拡大します。これはＮＨＫニューススペシャルに出されたこと

がありますけれども、2007年には金融資産が実体経済、（全世界の国内総生産）の４倍にま

で膨れ上がっています。投機マネーの暴走が原油や穀物の価格を左右し、実体経済に襲いか

かっています。これを可能にしたのは、まさに金融と資本の自由化でございました。 

  マネーは国境を越えて飛び回ります。国民の金を預かる銀行が、証券業務との垣根が取り

払われて、ばくちに手を出すようになったのであります。 

  この金融危機に直面し求められているのは、小手先の対応ではなくて、カジノ資本主義と

の決別であります。ところが、麻生自公政権はこのカジノ資本主義に決別するどころか、こ

の投機マネー呼び込みへの反省がありません。今や東京株式市場の売買に占める外国人投資

家の比率は６割を超えています。その多くはヘッジファンドと呼ばれる投機基金だと言われ

ています。ばくちのプロ集団が左右する賭博場に、貯蓄から投資へと国民を誘い込む政策は、

まさに亡国の道であります。 

  日本共産党は今の不況を正す道として政治が果たす役割は、このようにカジノ資本主義へ

一層迷い込む道ではなく、国民への犠牲転嫁を許さず、また、そのために一層アメリカ言い

なり、大企業・大銀行・大金持ち優遇の政治を進めるということではなくて、国民の生活擁

護最優先の政策が最も重要だと考えます。 

  そして、その対策としては、まず第１に、働く貧困層をなくす対策をちゃんととること。

２番目に、人間らしい労働のルールをつくること。３番目に、社会保障の充実を図ること。

４番目に、中小企業や農業を守ることをしっかり国の政治に据えること。５番目に、消費税

の増税計画はやめて、庶民への減税を図ること。こういうことなどに重点を置くべきであり、

このようにして内需を土台から盛り上げて、外需頼みから内需主導に、大企業から家計に軸

足を移す経済政策への転換を図ることが極めて重要だと考えるからでございます。 

  以上の立場から、私は雇用と暮らしを守ることへの行政の対応が今最も重要な政策立ての

一つだと考えて、質問をするものでございます。 

  さて、この立場で昨年12月議会で、私どもは民主党さんと21フォーラムさんと共同して、

予算修正の試みをさせていただきました。その中身は町長さんもご存じかと思うんですけれ

ども、厚労省が昨年暮れの12月12日付で出されている要鋼などを含め、ハローワークにおい

て、社員寮等の退去を余儀なくされた方々への住宅確保のための相談支援を開始しますとい

う。この中で要鋼も入れて、この人たちに対する支援を各自治体に呼びかけておるわけであ

りますが、蟹江町の12月予算ではそのことに対応する施策が何もないということで、私ども

話し合って、じゃ、議会としてこれを具体的化する予算修正を試みてみようじゃないかと、

こんなことになりました。予算修正を試みたわけであります。議長の計らいで会派代表者会
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議等も持たれて、最終的に予算修正は地方自治法第93条に基づく提案でございますので、つ

まり当局が提案した予算に一部修正を加えたいという議会の意思表示をあらわしたいと、こ

ういうことなんですよね。それを各会派代表者会議でまとめていただいて、町長との調整を

議長さんにやっていただきました。その調整の結果、町長が本会議場でこのことについて早

急に研究をし、予算措置が伴う場合は、急遽臨時議会を招集いたしますという発言をしてい

ただくということで決着がつきまして、町長さんに本会議場でそういう発言をしていただい

たわけであります。 

  したがって、この調整の結果というのは、議会が予算修正をしようとした意思、これに対

する調整の結果でありますので、この予算修正、どういう方向でしようとしていたか、町と

してどうこたえるか、このことを結論を出していただかなければならない行政側の課題だっ

たと思うんですけども、この点についてはいかがでしょうか。どのような結論をお出しにな

ったのでございましょうか。 

  そして、今議会の当初には諸般の報告という形で、私どもの質問を許さない報告が行われ

ました。しかし、一方では、議会全体の意思でありますので、予算修正云々ということは。

ですから、それにこたえるにはそれなりの行政支援を示していただき、議会側のそれに対す

る意見を聞いていただく必要があったかと思うわけであります。 

  私は、そういう点で非常に不足を感じておりますので、きょう改めて質問させていただく

わけでありますけれども、まず最初に、そのことに対する対応策についてどのようにお考え

になっていらっしゃったか。結果として、今日までまだ何もないわけでありますが、諸般の

報告だけに終わっているわけでありますけれども、具体的に伺いたいと思います。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  それでは、お答えを申し上げます。 

  昨年暮れから厚生労働省の通知、雇用促進、臨時議会でのやりとり、それから日本共産党

の関連議員さんの方から申し入れを受けました所見のお尋ねであります。 

  もちろん、私ども、世界的な不況の中で住民の雇用と暮らしを守ることへの行政の対応が

重要課題であると真摯に受けとめております。昨年の12月の議会の終了後におきましては、

議会の要請を受けまして、直ちに関係部局と連携をとり、緊急雇用生活相談窓口を設置、そ

の後の対応につきましては、本定例会初日の冒頭で町長から報告させていただいたとおりで

ございます。 

  なお、予算措置に伴うことにつきましては、提案をされました中にございます試案につき

ましても検討させていただきましたが、その内容について、私ども検討した結果、制度その

ものが少し現状にそぐわないということで見送りをさせていただいております。 

  また、新たな制度に対しましては、私どものほうでも、利子補給という形で若干検討した

経緯もございますので、それもあわせて報告をさせていただきます。 
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  以上でございます。 

○７番 小原喜一郎君 

  つまり、一定のことはやったんだと。いろいろあるけれどもということなんですよね。だ

とすれば、諸般の報告のときにその具体的な内容を報告していただかなければいかんかった

んじゃないかなと思うんですけれども、さて、それでは、２つ目の質問に入ります。 

  そこで、昨年暮れの派遣切り、あるいは雇いどめ、解雇で失業された勤労者の皆さん、さ

らには寮を追い出されて住居すらない皆さんがあふれた。名古屋市中村区などでは満杯で困

ってしまって、愛知県にも呼びかけた。何とかみんなで共同してこれに当たってほしいと。

そこで、愛知県は１月21日付で各市町村長あてにそれに対する対応策を提案していますね。

私ども申し入れ書を提出したのも、図らずしも21日、同じ日なんですけれども、愛知県の各

市町村長あての通知をちょっと紹介したいというふうに思います。 

  雇いどめとなった非正規労働者等への支援に係る対応について（依頼）。これ各市町村長

あてですね。 

  日ごろ、本県の産業労働行政、福祉行政の推進につきまして、格別なご尽力をいただき、

感謝申し上げます。 

  本県では、現下の厳しい雇用情勢に対処するため、昨年12月、愛知県産業労働対策推進本

部を設置し開催し、全庁挙げて中小企業対策、雇用対策、生活対策に取り組んでいるところ

です。非正規労働者等の中には、雇いどめに伴い、収入の道が閉ざされるばかりでなく、当

座の住居を失う方々もおられ、非正規労働者等を取り巻く情勢はますます深刻になっており

ます。 

  このため、本県では昨年末より緊急相談窓口の開催、経済団体への雇用維持等の要請、臨

時職員の雇用、県営住宅の提供など、非正規労働者等に対する緊急支援策を実施しておりま

すが、市町村におかれましても別紙事項にご留意の上、適切に対応していただきますようお

願い申し上げます。 

  ということで、愛知県知事からのものでありますね。その別紙というのがどういうふうに

なっているかというと、１、商工会議所、商工会を通じて、各事業主への雇用維持・確保、

新規求人の掘り起こし等の要請及び各種支援施策の周知。２番目、緊急雇用創出事業及びふ

るさと雇用再生特別交付金事業の積極的な活用。これで私どもは、今議会で重点的にこの交

付金について取り組んでおるわけでありますけれども。３番目、県・愛知労働局等が実施す

る雇用労働相談との密接な連携。４番目、住所地を所管する福祉事務所での生活相談の徹底。

５番目、要保護者に対する迅速な生活保護の適用。（１）雇いどめになった時点での居所地

を所管する福祉事務所による保護の実施。（２）居住地のない保護申請者の緊急宿泊先の確

保。（保護の適用を旅館、福祉施設、公立の宿泊施設等で行うことを検討するとともに、民

間賃貸住宅の情報収集を行う）というようになっております。６番目、生活保護適用後にお
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けるハローワークとの連携による就労、自立支援。以上のことになっておりまして、これを

各市町村長あてに、ぜひ対応していただきたいと県知事からの文書が１月21日に出されてお

るわけでありますね。 

  したがって、蟹江町議会の意向、考え方、意見、愛知県知事の要請、こういう情勢下にあ

る中で蟹江町当局は今日まで具体的なことが十分にされているとは言えない状況になってい

るのではないかと思うのであります。 

  議会は、予算修正をしたかったわけでありますから、どういうことに予算が必要だったか

というと、この中で、例えば最初の、解雇者が就職活動する上で就職活動する資金もない、

交通費すらない状況が現実に出てきますね。あるいは居住地、居所もないということになる

と、宿泊先、住んでいるところ、住所もないと、例えばハローワークも受け付けなければ、

生活保護の申請もできないという状況があったわけですよね。ですから、県知事は、例えば

民間住宅の賃貸も含めて、公共の施設も考えていただいて、宿泊先をぜひ検討していただき

たいとこういう要請をしているわけであります。そういうことで、そこで最初の私が言おう

とすることは、その就職活動する上でお金がないからお金を借りる、借りなければないわけ

ですから、その借りる制度を厚労省が要鋼を出しておったわけですね。 

  蟹江町としてこれについて考えなければならんのは、その就職活動したり、その申請をし

たり、申請が認可を受けてお金がおりてくるまでの時間、その間の生活を支援できる方策が

ないか、そのためには予算の補正も必要であるわけであります。 

  それで、当初議会のときはその程度のものであったんですね。しかしそれでも、予算の修

正、わずかですけれども必要だと。これは議会としての修正権の範囲で、議会の持っている

予算修正権の範囲でできることと判断をして、要求をしようとしたわけでございます。です

から、したがって、最大限、当局としては議会のそういう意向を尊重していただいて、具体

化していただかなければならん課題であったと私は思うんです。それができなかったという

ことであれば、それなりの理由をきちっと、議会側からの反論もできるようにして対応して

いただきたかったと思うのでございます。 

  その点についても伺っておきますと同時に、あわせて私どもは、多分問題視が余りないか

らそこまでいかないだろうと思いましたので、具体的にするために、１月21日、同じ県知事

からの通知文が出された日ですけれども、私どもの考え方を述べて、申し入れ書という形で

出させていただいたわけでございます。 

  その内容をちょっと読んでいただきますと、蟹江町として臨時職員、パート職員の雇用を

行うこと。２番目、蟹江町として住宅支援を行うこと。３番目、蟹江町内主要企業に対して、

イ、失業者を生まないよう企業努力を要請すること。ロ、新たな雇用創出の努力をしていた

だくことを要請する。４番目、雇用、失業に関する相談窓口を開設する。５番目、厚生労働

省のハローワークにおいて、社員寮等の退去を余儀なくされた方々への住宅確保のための相
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談支援。それから、解雇等による住居喪失者に対する生活支援費及び資格取得支援の支援費

支給要綱、これは厚労省の立ち上げたものですけれども。それから、生活保護法に基づく保

護申請等の決定までの間のつなぎ資金について、無担保、無保証人、無利子の貸し付け制度

の具体化を図ること。それから、６番目、現在、社会福祉協議会にあるつなぎ資金の総額が

不足状況にあるということにかんがみ、資金の総額を増額するか、ないしは別の資金枠を設

けること。７番目、その他、有効と思われる対策を進めること。ということで、申し入れを

させていただいたわけであります。 

  このくらい具体的に述べていただくと、予算措置も必要かなということに気がつかれるの

ではないかなということで、申し入れ書を提出させていただいたのでありますけれども、そ

の後も反省がありませんでしたので、私はきょう、しようがないから、この項目ごとに一つ

一つ承りたいと思うのであります。 

  そこで、まず１番、蟹江町として、臨時職員、パート職員の雇用を行う予定があるかどう

か伺いたいと思います。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  総合的には、私ども、緊急対策につきましては、産業建設部とそれから民生部を中心にや

っております。 

  臨時職員のパート職員の採用でございます。これは総務部のほうとも協議をいたしました

が、現時点では緊急の臨時職員の雇用は考えていないということでございます。 

  昨年末の相談窓口の設置以来、相談状況や町への問い合わせ、それから津島ハローワーク

管内の求人情報等も総合的に勘案しまして、状況判断のもとに選択をいたしました。ただ、

今後、例えば景気の動向は依然厳しいものがあると思いますので、状況によっては、町のシ

ルバー人材センターも含めまして対応を図っていきたいと、このように考えております。 

○７番 小原喜一郎君 

  それでは、２番目、蟹江町として住宅支援、先ほど申し上げましたように、個人の民間の

アパートの賃貸も含めて、こういう皆さんに対する住宅支援がやれないかということですけ

れども、いかがでしょうか。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  住宅支援の関係でございます。 

  私ども、過去には町営住宅がございましたので、もし今それが存在すれば、その町営住宅

の優先入居等も考慮に入れることができると思いますが、現在、町営住宅は持ってございま

せん。ですから、まず、津島管内にあります雇用促進住宅等を含めまして、ハローワークを

通じて住宅のあっせんを行いたいと思っています。 

  それから、住宅に必要とする資金につきましては、先ほど小原議員がおっしゃったように、

厚生労働省の住宅入居、再就職支援に必要な資金を貸し付ける就職安定資金貸し付け制度の



－270－ 

活用を進めていきたい、このように考えております。 

○７番 小原喜一郎君 

  建設部長、私が申し上げているのは、実は現実に私の相談の中でありましたんですよ。住

民票もないんですよね。それから、今、４万5,000円の雇い元が借りて寮として入っている

わけですから、追い出されるわけなんですが、だから、居所がなくなるわけですよ。そうい

うことで、さあ、生活保護と。これは、住民課長、よう知ってみえるというふうに思うんで

すけれどもね、具体的にもう対処して済んだことですけれども。しかし、当面はその人はお

金もない、だから私はしようがないからお金をカンパでやって活動していただいたわけであ

りますけれども、就職活動をしながら生活保護の申請を、しようがないから強引に、既に国

も県もそういう人でも生活保護の受け付けをやろうという方向が出されたようですので、現

に今は住んでるところはありますし、追い出されるわけですけれども、ありますんでやった

わけですけれども、さて、受け入れ先がないんですよ。住むところ。蟹江町で私も随分いろ

いろお世話してあげているので、２万円、３万円、３万5,000円のところはあちこち知って

いるんですが、たまたまあいているところはありませんでした。あれで、県のほうに要請し

て、津島と大治と小牧にＮＰＯの施設があったみたいで、津島と大治は満杯で、１人だけ小

牧があいていたということで、そこに入れていただきました。小牧に移っていただいたわけ

でありますけれども。 

  このときに蟹江町が、たとえアパート１室でもいいから借りておいて、直ちにそこへ入っ

ていただくことができるわけですよ。すぐ対応できるわけですよ。町としてはそんなことも

やらない、じゃ、その人たちが当面どこかに住んでもらってもいいようにお金を、時に就職

活動のお金を借りる、これは国ないし県にですね。その間のつなぎ資金として町が対応する、

こんな制度もないから、どうしようもなくて私の懐から金を出さなければいかん。こんなこ

とになっておるわけですよ。ここを町として対応できないかという意味で、私は住宅支援に

ついて伺っているわけです。 

○住民課長 犬飼博初君 

  今、議員のおっしゃられたＮＰＯの施設へ、先ほどの方は入っていただいたわけでござい

ますが、町としてそのように住宅を借り入れて準備するということではなくて、県のほうで

対応していただいて、 

（発言する声あり） 

  それで、県のほうで迅速に対応していただくよう要請しておりますし、そのようにやって

いただいておるというのが現状でございますので、それでご理解いただきたいと思います。 

○７番 小原喜一郎君 

  いつまでもこだわっておってはいけません。時間が過ぎてしまいますので、３番目ですけ

れども、町内主要企業に対するこの対策の申し入れというのはやっていただいたんでしょう
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か、伺います。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  町内主要企業への要請でございますが、まず、私ども、この１月に町長が商工会を通じて

事業主に対しての雇用の維持と確保を要請しております。また、国・県が実施している施設

につきましても周知を図っております。 

  それから、状況に応じまして、また町内主要企業に対しましても雇用の維持と、それから

新規雇用の確保について配慮されるよう要請をいたします。 

○７番 小原喜一郎君 

  この点につきましては、私思うんですけれども、蟹江町内にはこういう時期でもびくとも

しない一定の優良企業が３つ、４つあると思うんですね。そういうところなどには、個別に

訪問してでも要請活動を行うべきだと私は思いますけれども、いかがでしょうか。 

  続いて、相談窓口は名古屋市、愛知県等は中小企業対策も含めて、30日までですか、窓口

を開いたようですけれども、蟹江町はどうだったんでしょうか。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  特に、中小企業対策につきまして、町商工会でも30日まで相談窓口を開設いたしまして、

対応いたしております。 

○７番 小原喜一郎君 

  それから、ハローワークへの申請、つまり就職活動資金確保のための貸し付け制度を利用

しようということで申請するわけですけれども、この申請の場合は、受け付けてどのくらい

でないと決定されませんか。その間の就職活動やこういう申請活動をする、あるいは生活を

する資金、不足するわけですので、生活保護申請すると後からさかのぼっておりてきますけ

ど、それはおりてきて後のことであって、その間、暮らさんならんですよね。だから、どう

してもつなぎ資金が要るんですよ。それで、社会福祉協議会に50万でしたかね、町長。町長

の話では、半分以上もちょっと焦げつきになっているそうですね。そういうことがあるので、

これを積み増しなどをしていただいて、もう少し余裕のあるようにしていただいて、対応で

きるようにできないかということとあわせて、これを就職活動にも。 

  それから、もう一つ、商店、中小零細業者の皆さんの相談を受けているんですけれども、

もうとても売り上げがないから店を閉めたいと。閉めるには貸し店舗だから、がらんどうに

して返さんならんと。そのお金が大変で困ったと、こうおっしゃるんですよ。これらについ

て、つまり、生活保護になると、犬飼課長、どうですかね。その明け渡すときに改装する資

金というのは、後から福祉でおりてきますかね。この点のところの補うことはできないかど

うか伺いたいと思うんです。 

○民生部長 石原敏男君 

  生活保護までとか、いろいろな今言われました貸し付け資金の関係の間のつなぎ資金であ
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りますけど、町といたしましては、それぞれ社会福祉協議会の小口の貸し付け制度を紹介さ

せていただいておるわけでございます。 

  特に議員が言われますように、無利子・無担保ということと、無保証人ということであり

ますけれども、町の社会福祉協議会の小口資金につきましては、無利子・無担保で現在も行

っておりますけれども、保証人につきましては、現在、原則的に町内の在住者の方を１名つ

けていただくようにしておりますけれども、これについても私どもは原資の増額等を要望し

ている中でどうにか拡大することができないかということで、社会福祉協議会のほうへもお

願いしておりましたところ、現在のところ、やはり保証人をなくすることは難しいんですけ

れども、原則町内在住者ということだけでなく、県内まで拡大する方向で、現在、検討をし

ているということを聞いております。これについて、現在、検討しているということは、や

はりこれにつきましては、理事会とか社会福祉協議会の内部的な手続もありますので、そう

いうことを言われておると思いますし、これにつきましては、21年度から実施したいという

意向も伝わってきておるところであります。 

  それから、小口資金の原資の話が出ましたけれども、現実的に原資は59万ありまして、貸

し付け額は44万5,000円でございまして、貸し付け可能額は14万5,000円ということでありま

す。特に、44万5,000円のうち返済が見込めないというものが34万5,000円ございます。これ

につきましては、社会福祉協議会のほうでも内部的な手続をとりまして、この34万5,000円

を原資のほうに補てんするということも聞いておりますし、また、原資の増資額につきまし

ても、平成21年度予算の中で原資の上積みも考えているということを聞いておりますので、

近々行われます理事会、教育委員会のほうで、新年度予算が決定されますと、４月１日から

実施されるというふうに聞いておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それから、あと、 

（発言する声あり） 

  生活保護費の中で、今、課長にも聞いたんですけれども、ちょっと課長もはっきり記憶が

ないようですけれども、私が過去に聞いたときにはそれは出ないというふうに聞いておりま

したので、一応その辺のところについては課長のほうから県のほうにきちんと確認して、も

し出るようであれば、そのように対応していきたいと思っております。 

○議長 奥田信宏君 

  小原喜一郎君、残り３分です。 

○７番 小原喜一郎君 

  つまり店舗をやっていらっしゃる皆さんは、大概家賃が６万から10万近いんだわ。だから

生活保護を受ける場合は、出んならんですよ、こんなところおれんから。出ろと指導されま

す。明け渡すと、がらんともとのままにして返さなきゃいかんので、それを改造する資金が

要るんですよね。それが大変だわ。生活保護になって、細々返していこうという内容の貸し
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付け制度があるといいなと、こう思うわけですよ。だから、貸し店舗をやっていらっしゃる

皆さんは、店をやめるにやめられない。売り上げはどんどん減っていくしという状況がある

んですよね。そういう問題を助ける方法はないかということなんですけれども、それは後で

できれば答弁をお願いしたいと思います、時間がないので。 

  先ほど執行委員会は積み増しの21年度でと言いましたかね。はい、わかりました。以上の

点で、私は全体としてまとめて申し上げますと、そういう具体的な施策が町として必要だし、

豊田市の場合で言いますと、連帯保証人も町内の人ではなくて県外のお父さん、お母さん、

身内でもいいと、こういうふうにしたようですけれども、そういうふうに道を開くだとか、

住民の暮らしを守る施策、これを正面に据えて考えていく必要があるのではないか。日本経

済を立て直していく上には、そういうふうにして、庶民の暮らしを安定させて将来への見通

しを立てて、消費がどんどんと伸びていくような方向が生まれてこないと、日本経済の立て

直しはありませんよと言いたいですね。外需頼みはもう今のところ全く見通し立ちません。

そういう状況ですので、内需を旺盛にするしかないわけで、この失業者の皆さんへの支援は、

その一つですけれども、まだ福祉の充実ということでたくさんあると思うんですね。一定の

住民負担の軽減ということもあるでしょうし、要は皆さんが自分たちの暮らしを展望して、

安心して生きていけるような社会のシステムに切りかえていかないと、この不況を打開する

ことはできないという立場から、きょう質問をさせていただきました。 

  ありがとうございました。 

○議長 奥田信宏君 

  以上で、小原喜一郎君の１問目の質問を終わります。 

  引き続き、２問目「障害者自立支援の諸問題について」を許可いたします。 

○７番 小原喜一郎君 

  それでは、２番目の質問でございます。「障害者自立支援問題について」ということでご

ざいます。 

  平成21年度は、障害者自立支援法が施行されて３年の年に当たります。同法では附則で３

年後に見直すとなっており、見直しの年になっているのでありますけれども、したがって、

政府は次期通常国会に障害者自立支援法の改正案を提出するとしています。 

  問題は、この法律施行直後から噴出している数多くの矛盾、障がい者並びに施設の深刻な

実態を見れば、部分的な手直しで済まされない事態であることは明らかであります。この間、

原則１割の応益負担による重い負担増のために、施設や在宅サービスの利用を断念したり、

利用を減らさなければならない障がい者が相次ぎました。 

  また、報酬が大幅に削減されたために、事業所は職員の労働条件の切り下げを余儀なくさ

れ、離職者が相次ぎ、人手不足が一段と深刻化しています。このままでは、障がい者福祉の

基盤が根幹から崩壊されかねない深刻な事態でございます。 
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  国民の世論と運動に押されて、政府はこの間２度にわたって、これは平成19年度と20年度、

今年度ですね、で改定を行ったんですけれども、利用者負担軽減などの改善策を実施しまし

たが、なお矛盾の根幹である応益負担制度には手をつけずに、根本的な解決にはなっており

ません。 

  もともと自公政権が強行成立、これは2005年10月でありますけれども、させたこの法律は、

社会保障費削減をねらいとした構造改革路線に基づくもので、自立支援とはほど遠い、まさ

に自立破壊そのものであったと言っても過言ではないほどのもので、国連の障害者権利条約

の内容にも反しており、大もとが間違っているものでございます。 

  日本共産党は、生存権侵害の障害者自立支援法に一貫して反対し、この間３度にわたって

政策提言を行い、応益負担制度の撤回を初め、緊急の利用者負担軽減、事業所報酬引き上げ

と職員の待遇改善など、障がい者の運動と連携して全力を挙げてまいりました。 

  さて、そこでこの制度見直しの年に当たり、政府・厚労省は国民世論に押されて、昨年か

ら各種審議会で見直しの審議を行い、昨年12月16日に社会保障審議会障害者部会の報告を出

しました。この報告に基づき、政府はこの３月に自立支援法改正案を国会に提出することに

なっているわけでありますけれども、しかし、これ不十分なんです、どうも。いろいろ新聞

報道やその中で見ていますとですね。しかし、部会の審議や自民党内のプロジェクトチーム

の審議の経過を見ると、この自立法、根幹から見直す方向は見えてきておりません。 

  したがって、私は国会に提出される法案がどのような内容であるにせよ、地方自治体とし

てすべての障がい者に対して、同年齢の市民と同じ権利を差別なく保障するという立場に立

って、この法律の至らぬ部分について補う事業をやる必要があるのではないか、この立場で

伺いたいと思うのでございます。 

  そこでまず、質問の第１番目でありますが、応益負担制度についてでございます。 

  国は２度にわたって福祉サービスの利用者負担軽減策を実施しましたが、なお大きな負担

が障がい者家族を苦しめています。通所施設の場合、給食費と合わせると平均で１万円程度

でございまして、これは全国統計ですけれども、工賃収入月額１万1,500円、知的通所授産

施設の場合でございますけれども、2006年度、これ厚生労働省の発表なんですけれども、ほ

とんどがこれだけで消えてしまうわけですね。 

  日本共産党の調査によりますと、利用料や給食代を滞納している障がい者がいる事業所が

45％にも上っておるようでございます。障がいが重い人ほど負担が重くなる応益負担制度は

根本から間違っているというふうに思うんですけれども、実は、川崎市などでは、利用者負

担軽減の市単独事業がかなりきめ細かく行われているんですけれども、この利用者負担制度

に対する支援事業をできないかどうか、まず承りたいと思います。 

○福祉・児童課長 佐藤一夫君 

  それでは、お答えをさせていただきますが、まず、応益負担制度についてということでご
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ざいます。 

  障がい福祉サービスにおきましては、障がい程度区分１から６まで設定されております。

この区分によってサービス提供に係る費用に差があります。また、その利用者負担額につき

ましては、平成19年４月からの特別対策、平成20年７月からの緊急措置によりまして、居

宅・通所サービス利用者は５段階に分けられました。そして、施設入所者につきましては、

年金等の収入に応じた個別の減免がされているというところでございます。 

  これらの軽減措置は、当初平成21年３月末までということでございましたが、平成21年４

月以降も継続して実施されるということになりました。なお、利用者の預貯金額・固定資産

等により減免を行う資産要件は撤廃されるというふうに聞いておりますし、施設入所者に関

し、心身障害者扶養共済の給付金は収入認定されないということになるだろうというふうに

思います。 

  こういった軽減措置によりまして、障がい程度区分による利用者負担額の差は、だんだん

なくなってきているものというふうに思っております。さらに、上限を超えた分につきまし

ては公費による負担になっております。 

  それから、通所の施設についてでございますが、蟹江町内の授産施設について申し上げま

すと、就労支援奨励金支給事業によりまして、利用者負担額を上限としまして、１日当たり

175円の就労支援奨励金というものが支給されております。低所得者の方々については、結

果的に食費の実費部分のみの負担となっているというふうに思っております。 

  また、通所の日数、作業能力によって、個人差はあるということはございますが、こうい

った奨励金等によりまして、全く工賃が手元に残らないというふうには言えないというふう

に考えております。 

  以上でございます。 

○７番 小原喜一郎君 

  障がい者の皆さんの日常の暮らしというのは、私は多様だというふうに思うんですけれど

もね。それですべて対応できるようにするという点でいうと、まず全般的にただしてみると、

やっぱりこの利用料、つまり応益負担ですので、重い障がいほど重く負担がのしかかってく

るんですよね。だから、そういう実態であるから、この皆さんの暮らしを支援する補いとい

うのはどうしても必要だというふうに思うんですね。つまり身体障がい１級、２級くらいま

でですか、障がい者年金だけで年間どのくらいですか。100万前後でしょう。そんなもんで

すから、しかも、仕事に行くなんてことはありませんよね、重度になりますと、なかなかと

てもできない状況ですから。それでも行っている子はありますよ。あそこへ行って１日みん

なと遊んでつき合っているという子もおるわ。あるいは寝ておる子もおる。いろいろ見ます

とですね。だけど、そういう皆さんに対しての一定の手当は出るといっても、ほとんど帳消

しになってしまうんですよね。そういう実態があるから、川崎市の場合は非常にきめ細かな
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形で対応しているようでありますけれども、これは川崎ばかりじゃないですよ、挙げると切

りがないほどやっているところあるわけですけれども、たまたま一番川崎市の例がいいなと

思ったもんですから川崎市の例を言わせてもらうわけですけれども、できれば実施していた

だくと、たとえ蟹江町もすべてのよその自治体にまねるというわけにもいけへんので、蟹江

町の力に応じた内容でやっていただけるかなとこんなふうに思いますが、再度伺うんですけ

れどもいかがでしょう。 

  それから、もう一つ、２番目ですが、事業所に対する報酬引き上げについてであります。 

  川崎市ではやっぱり事業所に対して基本的に急激な収入減にならないようなさまざまな加

算の制度をつくっているんですね。どういうふうにしているかというと、グループホーム、

ケアホームへは世話人を配置するための加算、あるいは夜間預かっているところでは夜間加

算、それから立ち上げのための初期加算ですね。それから、３年間の期間つきだけれども激

変緩和措置。それから、通所・入所施設には定率加算、支援の内容によって８種類の加算を

行うなど、非常にきめ細かいんですよね。こういうふうに、いわゆる全体として福祉にかな

り重点を置いた施策が行われていると言っても過言ではないと思うんですけれども、そうい

うところまで手を差し伸べておるわけなんですよ。蟹江町ではまさに考えの及ばないような

施策が行われていると言わざるを得ないわけですね。そのほかの例で、東近江市だとかの例

も、これはゼロプランで運動としてやっているようですけれどもね。やっているようですね。 

  ２番目、まずとりあえず、そういうことについて聞いても無理じゃないかと思いますけれ

ども、やっている内容を紹介して、考え方について承りたいと思います。今までの答弁を聞

いておると、多分管理上、とてもこんなことようやらせんでしょう。だけど、考え方につい

て聞いておきたいと思います。 

○福祉・児童課長 佐藤一夫君 

  障がい者福祉サービスの報酬改定の基本的な考え方についてでございますが、１番目に、

良質な人材の確保、それから２番目に、サービス提供事業者の経営基盤の安定、３番目に、

サービスの質の向上、４番目に、地域生活の基盤の充実、５番目に、中山間地域等への配慮、

６番目に、新体系への移行の促進と、こういった姿勢に立って、新体系事業、旧法施設、障

がい児施設サービスごとに報酬算定構造の見直しをされるということになっておるのでござ

いますが、先ほどおっしゃいました川崎市の例につきましては、詳細がよくわかりませんの

で、どういったことをやっておるかということについては今後勉強したいというふうに思っ

ております。 

○７番 小原喜一郎君 

  国のことを言っていただいてもしようがないわけで、川崎市がやっているのは市独自の事

業でございますので、それを紹介させていただきました。 

  それから、３つ目でございますけれども、地域生活支援事業への支援です。各自治体で行
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っているように、移動支援事業だとか、コミュニケーション事業だとか、地域活動支援セン

ター、これは小規模作業所ですけれども、などの必須５事業についての支援事業について、

支援事業はお考えになったことはありますか。まずそれだけ最初に聞きたいと思います。 

○福祉・児童課長 佐藤一夫君 

  現在でも先ほど言われました５事業、相談支援、それから地域活動支援センター、移動支

援、コミュニケーション、それから日常生活への給付事業、こういったことはやっておりま

すし、同じ地域生活支援事業の中でも、日中一時支援、それから更生訓練費支給事業、自動

車運転免許取得助成事業、自動車改造助成事業等、各事業を行っております。 

○７番 小原喜一郎君 

  それは国の事業ですね。施行令で、施行の中にうたわれておる事業ですね。町としての単

独事業はどうですかということを言っているわけですので、そのことに対する姿勢だとか、

考え方を私は聞いているんですよ。その辺は。時間ありますね。もう一遍聞かせていただけ

ませんか。単独事業に対する考え方はいかがですかということを聞いているわけですから、

国の事業どうですかなんてことは聞いてやしませんから。 

○福祉・児童課長 佐藤一夫君 

  町の単独のものとしましては、心身障害者の扶助料、これの支給を行っております。 

○７番 小原喜一郎君 

  次、４項になりますけれども、就労支援、暮らしの場のあり方と権利保障についてという

ことでございますが、この項からは具体的な事業の内容で要求したり、質問するわけじゃな

いんですけれども、実は自立支援法について全面的に廃止してつくり直せと、根本から間違

っているという立場で、日本共産党は提言させていただいておりますので、その考え方につ

いてどうお考えかということだけ伺っておきたいと思います。 

  障害者自立支援法を廃止し、当事者参加で新しい新制度を確立すべきだというのが日本共

産党の提案であり、考え方でございます。障がい者が働く意義は多様で豊かでございます。

訓練主義や競争主義の持ち込みではなくて、就労保障とともに日常生活の支援策も充実する

など、施策、新施設体系のあり方を再検討する必要があると思うんですね。現行の法律を見

てみますと。障がい者の暮らしの場については、地域での受け入れ条件が極めて不十分であ

り、入所型や、あるいは施設や医療ケアを必要とする人たちへの支援も含めて、グループホ

ームを初め、暮らしを支える多様な選択肢を整えることが国として必要だというふうに、私

どもは考えておるんです。この３月中に提出予定になっている自公政権の改正案について見

てみますと、このところが依然として旧態依然の立場のようですし、ましてや日本は国連の

障害者権利条約の批准を予定しているようですけれども、この権利条約とは全く相入れない

内容になっていると言わざるを得ないわけで、この辺のところを、その権利条約を反映した

自立支援法に変えるべきだと思うんですけれども、町当局の現状における蟹江町の障がい者
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に対する施策等を振り返って見ていただいて、その辺についてどうお考えなのか、どんな思

いなのか承りたいと思います。 

  もう一つ、５番目でありますが、自立支援医療というのがありますよね。この充実につい

て伺うわけでありますが、自立支援医療については、やっぱりこの医療にも定率１割の応益

負担が導入されたわけですよね。通院医療費が２倍になった精神障がい者の中で、病状悪化

につながる深刻な受診抑制が起きているという現状でございます。 

  精神通院医療、更生医療、育成医療の３つを統合してつくった自立支援医療制度は、国の

負担を減らすだけが目的で、百害あって一利なしだと思います。この辺も直ちに廃止して見

直す必要があるんじゃないかと思うんですけれども、あわせて承りたいと思うのであります。

どのようにお考えか。 

○福祉・児童課長 佐藤一夫君 

  就労支援、それから暮らしの場のあり方と権利保障についてという点でございますが、平

成23年度末までに、日中活動の場、それから暮らしの場というふうに分けられた新体系に移

行するということになっております。そういった中で、障害者自立支援対策臨時特例交付金

特別対策事業、こういった事業の中で支援をするとかということもございますし、それから、

一番重要だと思っておりますところが、例えば暮らしの場の中で、グループホーム、ケアホ

ーム、そういったところを整備するに当たって問題となりますのが、地域住民の障がい者に

対する理解だとか、それから地域全体で支える仕組みづくりが大切になってくるということ

がございます。このために、自立支援協議会等を中心にして、地域での暮らしへの支援方法

を検討したり、課題を協議したりということが必要になってくるというふうに思っておりま

す。 

  それから、次の医療の部分でございますが、言われましたように、原則自己負担１割とい

う中で、所得に応じた軽減措置がとられております。この公費負担自立支援医療の拡充につ

いてということにつきましては、重度かつ継続という範囲に心臓機能障害なんかが追加され

たり、これは部分的でありますが、そういったこともございます。といったところから考え

あわせまして、国の指針に沿った形で医療費の助成については行っていきたいというふうに

考えておるところでございます。 

○７番 小原喜一郎君 

  議長、まだ時間ありますね。 

○議長 奥田信宏君 

  はい。 

○７番 小原喜一郎君 

  私は国の基準を聞いておるわけじゃなくて、今の国のやっている内容が全くひどい状況だ

から何とかしなければいかんということを言っておるわけですから。そういう立場で答弁と
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いうことになると、今の制度、あなた方として、本当に障がい者のためになっているかなと

いう、そういう内容でご答弁がいただきたいんですよ。国の制度を紹介してもらったって、

それそのものがいかんと言っているわけですから、今私はですね。だから、今の現状、障が

い者行政が本当に障がい者の皆さんの暮らしに役立つ制度になっているかどうか、自立して

いく上で役立つ制度になっているかどうか、その立場で伺っているわけですから、それに対

する考えを聞かせてもらわんといかんですよ。もっと自主的な発言をお願いしたいんですけ

れどもね。 

  それで、６番目になりますけれども、障がい程度区分認定についてでございます。 

  知的障がいや精神障がいを持つ人々から、障がい認定区分で障がいの程度が実態よりも低

く出たり、障がい程度区分３以下には施設から追い出されるなどの声が出されています。自

治体からもこの点について改善を求める声が出ているんですけれども、この点についてはど

のようにお考えか、蟹江町の実態としてそういうようなことがあるかどうか。考え方として

はこういう状況が出ているようですけれども、お考えを伺いたいと思います。 

○福祉・児童課長 佐藤一夫君 

  障がい程度区分の実態というところにつきましては、全体で言われておりますのが、まず、

市町村間のばらつきがあるのではないかと。こういったところについては是正が必要である

ということと、それから、客観的な尺度として、程度区分というのは必要なんだろうという

ことは当然思うわけでございますが、現行の障がい程度区分につきましては、知的障がい、

それから精神障がいの一次判定で低く判定される傾向にあるのではないかというふうに言わ

れております。そういったところで、身体障がい、知的障がい、精神障がい、おのおのの障

がい特性を反映したものに見直す必要があるのではないかというふうに思うところでござい

ます。 

  それから、重要な部分としましては、この程度区分によって施設の利用が制限される、そ

れから施設を退所せざるを得ないというような、先ほど議員がおっしゃったそういったこと

のないように適切な支援ができるという観点から制度や仕組みが見直されることを期待して

おるところでございます。 

○７番 小原喜一郎君 

  自治体によってばらつきがあるということをおっしゃいましたですね。そうすると、この

場合の障がい程度認定区分というのは、それぞれの自治体の裁量でやることができるように

なっているんですか。ちょっとその辺を再度承りたいです。 

○福祉・児童課長 佐藤一夫君 

  調査等は一定の決められたやり方でやっておりますので、そのばらつきが出ているという

ことではないと思いますけれども、あくまでも客観的尺度として当然ながら区分認定は必要

であるということと、先ほど申し上げましたが、知的障がいの方、精神障がいの方というの
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は１次判定で低く見られる傾向にあるのではないかといったことで、障がいのある部位によ

って差があってはいけませんので、一体的に考えた是正が必要ではないかと、そういうこと

でございます。 

○７番 小原喜一郎君 

  そうすると、私は現行制度が本当にこれでいいのかという立場であなたの考え方を聞いて

おるわけですから、今ちょっと多少この辺のところがどうだということは、これはその制度

は全く完全ではないと、こういう考えだというふうに受けとめてもよろしいですか。つまり

私の伺っているのは、国の制度を聞いておるのではなくて、今の制度そのものが現状を見て

みると本当に適しているかどうか、この障がい者の皆さんの暮らしを守る道となっているか

どうか、将来の展望が持てるようなそういう保障の内容になっているかどうか、障がい者の

権利を最大限尊重するような制度になっているかどうかという立場で聞いておるわけですか

らね。どのように思うかと、今の制度を。国は今、改正案を出そうとしていますよ。だから、

出そうとしておって、あなた方の考えている現状に照らして不十分である可能性は高いと私

は言いたいんですよ。不十分である可能性が高いので、それを補完する事業を考えられない

かという立場できょうは聞いていますのでね。そこに焦点を絞って答弁していただきたいと

思うんです。それで、今のは多少欠陥が、欠陥というかちょっと直したほうがいいなという

ところがあるかなというふうに思うというふうに受けとってよろしいですな。受けとってお

きますよ。 

  ７番目、住宅支援のさまざまな問題について、最後になりますが、これ具体的な要求にも

なりますけれどもね。 

  在宅支援での入浴だとか、外出だとか、食事だとか、通院だとか、洗濯だとか、いろいろ

ありますよね。さまざまなサービスがあるんですけれども、こういう障害者自立支援法の実

態であるので、結局、利用料などが重なってお金がない、出せない状況から我慢をするんで

すよね。そういうことが我慢をできるような状況ならいいけれども、できない中で。あとは

例えば１日の食事を１回にしてみたりというふうな状況になっている例もあるわけなんです

けれども、この点について、このサービスを、事業をやることによって暮らしを助けること

ができないか。少なくとも全体として、私申し上げたいんですけれども、今まで蟹江町が障

がい者事業に対しての一定の考え方は持ってきたと思うんですけれども、これは先進の自治

体に比べたらおよそおっつかない内容のものだと思うんですが、若干下回るかくらいまでの

ことをやっていただくわけにいかんだろうかなという思いから、具体的には通所に対する支

援だとか、通院も入れてですけれども、そういう中で、多少料金を援助するなどして、利用

料に対する援助などしていただいて、助けていただくわけにいかんだろうかということを伺

いたいと思います。 

○福祉・児童課長 佐藤一夫君 
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  今回の報酬改定におきましても、良質な人材確保といったようなことで報酬上の評価を行

うとかということで、利用者が利用しやすいような制度に変えようということをしているも

のでございますし、町としましては、臨時特例交付金の基金の関係、それから地域生活支援

事業といった関係で、できる限りの支援はしていきたいというふうに考えております。 

○７番 小原喜一郎君 

  最後に、まとめておきたいと思うんですけれども、厚労省はこの国会での答弁の中で、改

定案の内容はあなたが当初に答弁したように、２回にわたって、特に１番目の応益負担制度、

これについては２度にわたって改定をして一定の軽減措置を行ったので、これからも応益負

担でもいいのではないかという見解のようです。自民党の中のプロジェクトチームの座長で

ある、何とおっしゃいましたかな、その方の言は、自立支援法29条は廃止したいと、こうい

う論議の方向だということを言っているんですけれども、果たして、そういう要綱で出てく

るかどうか、どうも自公政権の中で動揺しておるようでして、そのようになるかどうかはわ

かりません。 

  そこで、私は、どんな形で法案が出されて議決されたにしても、まず間違いなしに欠陥は

あると思います。それを補う措置を多少１つでも２つでも、町長新しく当選を祝って、祝っ

てというと語弊がありますが、当選を機に、何か一つでもおやりになっていただくわけにい

かんだろうか、ちょっとその辺を伺いたいと思います。 

○町長 横江淳一君 

  今、障がい者自立支援のいろいろな考え方を、担当が述べさせていただきました。 

  確かに議員おっしゃるとおり、この障害者自立支援法の欠陥―欠陥と言っては申しわ

けございませんが、不十分なところはあるやに聞いておりますし、当然我々も障がいを持っ

た親の皆様方とるるお話をする中で、今後、障がい者の皆様方の話の中で、物すごく将来の

不安を感じると、こういったことはよく聞いております。そんな中で、国の流れが今こうい

う状況であります。しっかり見詰めていかなければならない中で、今現在、私も任期を終わ

ろうとしている関係上で、どうするということについてはこの場で発言するのは避けさせて

いただきたいんですが、実際、いつも私が述べております障がい者と健常者がやはり同じ土

俵でやれるようなノーマライゼーションというのは、これはずっと私の中でも言っているわ

けであります。そんな中で、地域が障がい者の皆さんを一緒になって支えるということも今

後絶対必要なわけでありまして、それも含めて蟹江町独自の施策ができるかどうかについて、

慎重に検討していきたい、こんなことは思っておりますし、実際、蟹江町にも通所施設があ

るわけであります。皆さんの声をしっかり聞かせていただき、受けねらいだけではなく、実

質的にやれる方法を今後も探っていきたい、こんなことを思っておりますので、よろしくお

願いいたしたいと思います。 

○７番 小原喜一郎君 
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  町長の、今ご発言を伺いまして、大変ありがたいというように思うんですけれども、ぜひ、

どんな改正案が出されても欠陥はまず間違いなしにあると思いますので、障がい者の皆さん

が本当に将来とも安心して暮らせるような、そういう制度にしたいものだとお互いに思うん

ですけれども、多少なりともそれに向けて改善できる策を具体化していただきますようお願

いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 

○議長 奥田信宏君 

  以上で、小原喜一郎君の質問を終わります。 

  暫時休憩といたします。 

  再開は10時50分からといたします。 

（午前１０時３５分） 

○議長 奥田信宏君 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５０分） 

○議長 奥田信宏君 

  質問８番 山田邦夫君の「本町地区・浸水防止対策の実施計画を問う」を許可いたします。 

  山田邦夫君、質問席へお着きください。 

○３番 山田邦夫君 

  ３番 山田邦夫でございます。 

  通告書に従いまして、「本町地区・浸水防止対策の実施計画」を質問いたします。 

  昨年はゲリラ豪雨によりまして、災害が全国各地で発生しました。愛知県では岡崎などで

大きな被害が出たことは、記憶に新しいところであります。蟹江の本町地区では、過去10年

間に、ほぼ２年に１回のペースで道路冠水、床下浸水の被害が発生しています。記録を調べ

てみますと、平成19年７月台風４号、それから平成18年８月、平成16年10月、平成13年８月、

平成12年９月の東海豪雨、このころはいつも愛知県西部に大雨洪水警報が発令されて、大雨

が降って洪水を起こしておるわけです。 

  本町地区の浸水被害は、ゲリラ豪雨の鉄砲水被害、要するに局所的に豪雨が降って、それ

が押し寄せてきて、河川のへりが水害を食うて、あのゲリラ豪雨とちょっと形が違うんです

ね。時間雨量が50ミリという程度の豪雨が降りますと、広い範囲にわたって発生する浸水被

害であります。これは排水設備、水路とか排水とかの構造的な欠陥でありまして、起こるべ

くして起きている。ゲリラ豪雨のように予測せざる被害ではないです。わかっている対策を

実施しないために起きている人災だと、以前から私は申し上げております。 

  その水害の様子というのは、雨が降り出したな、ある時間すると、私の家で言えば、道路

に水が上がってきまして、僕の車は出ていけなくなります。車が出ていけんということは、

長靴でも出ていけない。例えば18年の豪雨のときは、１時間くらい、私ははだしでザブザブ
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歩いておったんですが、町の職員にもたくさん会いました。18年８月22日の豪雨のときは、

床下浸水42棟、これは中之町、新屋敷、海門駅前団地の町内会長の報告です。道路の冠水は

83カ所、これはほとんど本町の全域に近い浸水ですね。このころから町長も認識が非常には

っきりされたように思います。 

  宅地の地盤上げをして改築している家もたくさんあります。たくさんあるというよりほと

んどそういうふうに、皆さん改築をされました。ところが、改築したくてもできない人、で

きない店というのは点々とありまして、そういうところはいつも浸水をして、寂しい思い、

悲しい思い、やりきれない思いをしていらっしゃる人が何人もいらっしゃいます。本町のあ

る老人は、役場の人に、これは家を建て直してもらわにゃしようがないねと言われたと言っ

て、涙を流して僕に訴えられる。そういうこともございます。家を建て直そうといったって、

建て直す年じゃない。息子たちは出ていってしまっている。そういう状態で、いつもいつも

床下浸水をこおむっているということであります。 

  新本町線の道路が冠水してから10年間、何回もこの水害事例に遭いまして、役場のほうで

は都市計画課とか農政担当者とか本町の町内会長の方々とか、大体この浸水の仕方の認識は

共有されてきていると思っています。あとは、いつ、どういう方法で、何に手を打ったらこ

の水害が防げるかというところへ来ておると思います。 

  先ほど、この水害は排水設備の構造的な問題だと私は申しましたが、今少し補足説明をさ

せていただきます。 

  本当に、豪雨が降って浸水食っているときに、例えば学戸とかその他から現地へ来ない人

には、その後水が引いてしまいますから実感としてわかりません。いつもいつも食っている

浸水というのはどういうのか。本町地区の排水構造というのがどうなっているか、蟹江川と

福田川に挟まれた地域、北は関西線から近鉄、一部近鉄南も挟まれた地域。そのうちの東郊

線から東は水田がまだ残っておりますので、水害問題はありません。それから、蟹江川堤防

に近い神明社の近辺は海門側に比べると50センチくらい地盤が高いんでしょうか、浸水しま

せん。浸水しない分、水がザーっと東へ流れて、東のほうで水害を起こすわけです。 

  北はヨシヅヤの周辺から蟹江本町８町内全域の雨の水というのはどこへ行くかというと、

北から南へどんどん流れて、近鉄線南にある本町舟入排水機場というところから蟹江川へ排

水されている構造です。町の中を流れている水路というのは３本ありまして、１号幹線とい

うのが本町の真ん中を流れているナフコから蟹江小の東側の駐輪場の下にあります、これは

昔の片堀川ですが、を通って近鉄南へ出て排水機へ行く、これが１号幹線排水路。２号幹線

というのは、若菜さんから愛昇殿の東を通ってナフコへ来て、そこから西へ来て新本町線の

下を通って南の山本医院や海部建設のところから１号幹線へ合流する、これが２号幹線。も

う一つ、３号幹線は、消防署からＮＴＴのところまでの新本町線の下です。この３つが非常

にしっかりした暗渠のいかった水路になっております。 
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  そのほかに、蟹江中から近鉄の南をずっと流れてくる、これはまだ田んぼの中ですので、

３号排水路というのはありますが、水としては今の１号幹線へ合流するわけです。 

  それで、本町全体で見ますと、先ほど申しましたように、神明社の周辺の中之町、北之町

の辺は水害を食いません。しかし、東のほうは水害が起こる。 

  それから、東郊線から西側の地域、一番街ほかですね、この西側に１号幹線、２号幹線が

あるわけですけれども、これは旧片堀川で、耕地整備からあれをやったときに、水路幅が非

常に狭くなりまして、その周りが全部住宅になってしまったもんですから、もう改良のしよ

うがない、深くしようも幅の広げようもないということで、排水路としては構造的な欠陥だ

と僕は思っております。ですから、そこでさばき切れないから道路の上を水が流れるという

ことになります。 

  さて、この10年間のいろいろな水害のたびに、細かい対策をいろいろ町や土地改良区で実

施されてきまして、大分よくなった感じではありますが、抜本的な問題が片づいていないわ

けです。いろいろ手を打ってきたというのは、豪雨が降ったときにザーっと排水機へ行くと、

排水機が実はある機械が動いていないとか、壊れているとか。それから、排水機の運転が土

地改良区でやっておるとか、役場でやっておるとか。それも調整されて、最近、非常によく

なりました。それから、水田に水がある時期によく豪雨が降るんですが、その水田の水がい

っぱいになっているときに豪雨が降るもんですから町が水浸し食うと。そのために、水田の

水がこちらへ来ないように、トマエという樋門が７つあるわけですが、この管理がされてい

なかったので町が水浸しを食っていたということもありまして、この管理もうまくされるよ

うになりました。それから、その樋門を閉めてしまうと、東郊線のこちら側にある水田は水

が保てないですね。そのために、パイプラインで田んぼへ水を供給するという手も打たれま

した。それから、将来に備えてか、とにかく水路のしゅんせつをこのところ随分進めてもら

いました。 

  そういう細かい問題は処理されてきましたけれども、私は平成９年、それから平成13年、

18年と、３回この問題を取り上げて一般質問しております。最初のころは、どうしてこんな

ことになるんだとか、何とかならないかという質問をしておりました。等、いろいろありま

して、手を打ち、手を打ちしてきたわけですね。水害の都度、いろいろな対策を積み重ねて

きても、やっぱり浸水被害はおさまらない。最後は、結局これをやらなければという問題が、

今回の結論であります。それはやれていないんですね。今からやらなければいけない。 

  町側も主要な方は認識が既に整ってきておると思います。特に今回質問させていただくの

は、平成18年の質問のときに、公共下水道、今、本町の半分くらいまで工事が進んできてお

りますが、公共下水道が海門を通って近鉄をくぐって、駅前団地まで引けたら、駅前団地の

下水の処理場が不要になって、あそこを掘って貯留地にして、それで排水機をやりますと、

やる計画です。やるとすれば、平成24、５年になるでしょう。費用は８億円くらいかかるで
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しょうという回答をいただいておりました。これはそれまで待っておらなければしようがな

いなと思ったんですが、去年からことしの様子を見ていると、どうもその構想が変わってき

ておる。いいのかな、やれるのかなということで、今回、念押しの質問をするわけでありま

す。 

  そこで、今から質問の１ですが、平成20年度予算で本町舟入排水機建設事業調査費という

のが500万円計上されていました。２月にこの調査はできたんかねと聞いたときにはまだで

きていないとおっしゃいましたが、調査は整ったでしょうか。まず１つお尋ねします。 

○産業建設部次長・農政商工課長 佐野宗夫君 

  では、お答えさせていただきます。 

  まず、平成20年度の調査の状況ということのお尋ねでございます。 

  本町の排水機の計画につきましては完成しております。この調査ではございますが、調査

結果をもとにして、愛知県のほうへ採択をしていただくようというつもりの申請書類を作成

するための資料でございます。それが目的でございます。 

  それから、現状のポンプからちょっと説明させていただきますと、まず本町のポンプとし

ては、先ほど議員言われますとおり、１号、２号、３号幹線を通ってポンプ場にまいります。

それにつきましては、あくまで駅前団地の西側のところにございます機場でございます。そ

れにつきましては、近鉄のほうからまいりますと、北のほうから昭和32年にディーゼルポン

プの700の口径のものがつくってございます。それから、その隣、南側には46年に900ミリの

口径のチュープラポンプを建設しております。それから、平成３年にその南なんですが、

700と900のチュープラポンプの３機場で４基のポンプが設置してございます。それから、一

般家庭排水のための常時排水として水中ポンプがつけてございます。 

  こういうような形で動きはとらさせていただいておりまして、まず、調査の内容なんです

が、事業名といたしましては、先ほど言われますように、緊急農地防災事業という形で、本

町舟入排水機場調査設計業務という形でございます。 

  それから、事業の内容といたしましては、先ほど議員言われますように、１号、２号、３

号幹線の水系、その水系とあわせまして流域の面積の調査をさせていただきます。この調査

をもとにしまして、排水機場の位置の計画をさせていただく。それから、ポンプ能力の計算

をさせていただくということが目的でございます。 

  それから、契約期間といたしましては、３月５日でございます。終わっております。 

  それから、契約金額といたしましては、472万5,000円程度でございまして、発注者、あく

まで委託者のほうですが、これは蟹江町の土地改良区でございます。これは農地として主体

として考えたことでございますので、町は土地改良を国に対して本町排水機建設事業の調査

費として、負担金として予算化させていただいております。 

  それから、受託者は、請負のほうですが、アローコンサルタントでございます。 
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  以上でございます。 

○３番 山田邦夫君 

  今後のことは、内容は後ほどご質問しますが、そこで、既に大方の関係者はわかっている

と先ほど申しました。浸水防止の抜本対策には２つの基本的な問題があります。 

  １つは、排水機の排水下限水位レベル、変な言葉を使いますが、どこまで水が引けるかと

いうのを、今よりもっと下げる必要があるという問題。もう一つは、時間当たり排水量能力

を上げる必要がある。もっとよく吐き出せる排水機にする必要がある。この２つなんです。 

  続いて、この２つの問題を質問いたします。 

  現在、先ほど話がありましたように、あそこの排水機には５台のポンプがありまして、最

下限の排水レベルというのは、海抜マイナス2.75メートル。海抜マイナス2.75メートルでポ

ンプはとまります。空運転しますから、とまるわけです。そういう構造になっています。一

方、今言いました２号排水幹線は、山本医院のはす向かいのところですが、ここの暗渠は

3.5メーターの幅、2.2メーターの幅の深さのカルバートボックスと称するものが埋まってお

るわけですけれども、そこの一番下のレベルというのは海抜マイナス4.4メーターなんです。

その排水機がかき出せる水と、今の水路の一番下の差は1.65メーターあります。すなわち、

水路の深さが2.2メーターのうち常時1.65メーター、水が幾らどうやってもあるわけですか

ら、水路の天井までの空間は55センチしかありません。また、時間雨量50ミリ程度の豪雨が

降りますと、本町地区からの流量、水の流れてくる量というものは、１時間に２万4,000ト

ン、２万4,000立米というか。幹線水路全体４本で、それがもし水路が空であればどれだけ

水が保てるかというのは１万2,000トンだ。これは平成18年９月の答弁内容であります。水

路内が空であれば、１時間で流れてくる量は２万4,000トン、貯水量は本当は１万2,000トン

というんですから、本当は空であれば30分もつわけですが、水路内は水が滞留しておるもん

ですから、豪雨が降りますと水路内がすぐ満水して、新本町線の道路の上に水があふれ出し、

本町一帯で浸水が始まると。これはもう、本当に毎回毎回体験することであります。 

  この問題の防止策は、排水機ポンプの排水レベル下限を幹線水路の底の海抜マイナス4.4

メーターより下まで引けるポンプを設置することであります。そうすれば、１時間以上の豪

雨が降っても路上浸水は起きないはずであります。 

  町側の見解をお尋ねしますが、もう一つの問題、第２の問題は、排水機の排水量能力の不

足の問題です。 

  平成18年４月の議案資料によりますと、これ、議員皆さんいただいたものですが、５台の

排水ポンプが一斉に稼働すると１秒間に６トン、６立米の排水能力があります。ところが、

一番能力の大きい２号機は１秒間に1.92立米、約２トン放出する能力がありますが、このポ

ンプが海抜マイナス2.12でとまるようになっている。運転がとまる構造になっております。

これは農業用でつくった排水機だからであります。 
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  一方、３つの幹線水路の合流点で流れ込んでくる水の量というのは、１秒間に10トンであ

ります。これは平成13年の議会資料に書いてあります。排水機の能力は最大６トン、減ると

４トン、平均して５トンとすると、流れ込んでくる10トンに対して半分より排水能力がない

わけです。これでは排水機場に近い駅前団地及びその前の海門地域が洪水状態を起こすのは

明白ですね。そういうことが現に起きているわけです。 

  すなわち、時間当たり排水量の能力を増強する必要がある。この２つの問題について、町

側のご所見をお願いします。 

○産業建設部次長・農政商工課長 佐野宗夫君 

  では、まず１点目ですが、排水機の運転下限水位の問題でございます。 

  これにつきましては、議員言われますとおり、現在のポンプは昭和32年に設置した、先ほ

ども言いましたディーゼルの700ミリのポンプ、これは相当老朽化してございます。それか

ら、昭和46年に900ミリのチュープラポンプの機能の発揮ということで、それは先ほど議員

言われますとおり、発揮はしておりません。そのわけといたしましては、やはり議員もおっ

しゃられましたとおり、チュープラポンプはあくまで地下に据えつけておりますが、その位

置があくまで高いところに設置されておりますので、運転の水位から、運転から停止までの

間が大変少なく動くわけでございます。すなわち、それだけの水位しか上げられないという

ことになっております。これは当時、農業サイドの考えで動きをとらさせていただいたこと

でございますので、あくまで農地にたまった水を排出するというのが大前提でございました。

この地区も最近、特に都市化が進んでおりまして、一たん水を湛水する田面が少なくなった

ということで、浸水被害が見受けられるようになってきました。そのために、水路の改修を

逐次進めておりまして、浸水の被害の解消を行っておりましたが、今回、このポンプ計画を

する上において、高さを設定、あくまでこれは議員言われますように、最低水位まで持って

いきたいということを私どもも思っておりますので、あくまでそのポンプの設定、4.4メー

ター以下になるような形で計画はさせていただいております。 

  それから、第２問目でございますが、排水機の能力不足についてでございます。 

  先ほど10トンだと言われましたのは、それはあくまで下水道サイドの計算方法でございま

す。下水道サイドにつきましては、あくまで降った雨、降雨強度、雨でも集中的に降る場合

がございます。先ほどそれが50ミリと言っております。それを、即排水できるポンプを考え

る方法が下水道サイドの計算方法でございます。それから、農地サイドの計算方法といたし

ましては、あくまで３日間連続雨が降った場合という形で、それを一たん田んぼに、一番低

いところが田んぼ、水路ですので、そこにたまった水をかい出すという形でございます。そ

ういうところで、ちょっと視点が変わっておりますので、そういう形で能力不足が起こって

おると思っております。 

  したがいまして、開発が進めば遊水地機能としております農地が減少しております。それ
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で、昭和32年に建設いたしました700ミリのディーゼルポンプと、先ほど議員言われました

能力としては0.96ですが、これは能力低下していると思います。それから、昭和46年建設の

900ミリのチュープラポンプ、これについても議員言われますように1.92トンではございま

すが、これも落ちていると思います。この２機場の老朽化に加え、経年劣化に伴いまして排

水能力が落ちておるということを思っておりまして、この２機場の敷地を利用しまして、撤

去いたしまして、新たなポンプをつくりたいと思っております。 

  それで、この機場の場所に700ミリのポンプ、これにつきましては約１トン、それから、

1,000ミリの口径のポンプ、それが計画上は2.2トンの能力のポンプを新設したいと思ってお

ります。それで、先ほど言いました両方足しますと3.2トンでございまして、旧のポンプの

2.88、まあ2.9ぐらいなんですが、それを差し引きますと0.32の増強になると思っておりま

す。あくまでそれにつきましては、ポンプを4.4メーターまでぐっと下げるのと、それだけ

の揚水、ぐっと持ち上げるだけのポンプの能力アップということも考えまして、そういう形

でポンプの増強、それから、新たなポンプができることということが本当に大きく変わって

きますので、そこんところで、この農業サイドのポンプで計画したわけでございます。 

  以上でございます。 

○３番 山田邦夫君 

  私の非常に心配しておりますのは、都市型、建設省型の排水ポンプでなくて、やっぱり農

業用費を、農水予算を使って排水ポンプをつくり直そうとお考えになっている。今は、まだ

まだ農水系予算は出てきますので、使える間は使ったほうがいいわけです。恐らく８割から

８割５分補助がもらえる。建設省型でやると８割方こっちが持たなければいかんと。18年の

ときには何となく町でもやりますと、下水が行ったらですね。しかし、そちらの金も使える

だけは使いたいというお答えだったんで、二度手間になるとそれは今の時期やれんがなと思

っておりました。そうしたら昨年、この調査費がついて、その調査費というのは県の農水系

の調査だと。ことしまた、県営緊急農地防災事業、本町舟入地区負担金300万円というのが

予算書の117ページに載っておりました。300万円負担して何をやるのか。それは、これで読

みますと、別の解説書を見ましたら実施設計図をつくるということが書いてあります。です

から、県営と書いてありますから、これは県がやってくれるんだなと。しかし、県に任せて

おくと今までの農政排水機というのは３年、５年前に何千万、何千万と投入して修理をした

わけです。修理をしても抜本的に浸水対策には役立っていなかったわけです。 

  ですから、それがいろいろ老朽化してきたんで抜本的にやり直したいと、今、次長の農政

商工課長のお話で、ひとつ、町のやること、県のやること、どちらでもいいんですけれども、

金の出る間に、今申しました２つ、低くまで引く、それから、量をきちっと吐き出せる。あ

んまり吐き出せないんだという話もありました。日光川があふれてしまうから。しかし、そ

の日光川下流の排水機も直そうという計画もありますので、今から５年、10年見通せば、や
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っぱり雨で浸水食うだけのものは蟹江川へ放出できるような排水機をつくることが必要だと

思います。 

  しかし、よく考えてみると、排水機をぐっと下まで引くとか、大きいやつをつくるという

のは流れてくる水路の問題とか、近鉄の土手がつぶれやせんかとか、蟹江川の堤防を一たん

とめなければいかんのじゃないかとか、たくさんの疑問が出てきます。その間の２、３年の

農業排水はどうするのかとか、そういうようなことも疑問が起きてきまして、本当は聞きた

いところですが、どうもそれはことし設計をするようだということが、今答弁でわかります。 

  一番、もう一つ心配は、この間うちで県予算の説明会というのを私は聞く機会がありまし

た。県の財政課長補佐に直接面談で聞きました。こういう調査費が蟹江町町債というか、蟹

江町では計画しているけれども、県がこれだけ財政逼迫すると、調査までした、設計までし

たけれどもやめということが起きないかと。その分野のこと、直接答えられないけれども、

そこまでやると大抵はやれるんでないですかという答えをされました。そういう意味では、

非常に町の予算を使う、金を使うのを控えて、できる間に農政予算でやりたいという構想が

私にはわかってきたんですが、一般的にはこれはわかっていないです。予算書を見る程度で

はわかりません。全然大きい数字は出てきません。そういう意味で、今回質問しておるわけ

であります。 

  今の排水機の辺の、そういう大きな工事になってくると、どのくらい穴を掘って水をとめ

て、排水機をつくり直すというような工事になるのか、少し仕組み、構想、それから金は国

や県からどのくらい出てくるか、町はどのくらい要るのか、実施年度はいつごろになりそう

か、その辺をお尋ねいたします。 

○産業建設部次長・農政商工課長 佐野宗夫君 

  ではまず、緊急農地防災事業の本町舟入地区の負担金300万についての問いに対してお答

えさせていただきます。 

  この事業につきましては、やはり議員、先ほどからの言葉でも愛知県という形でございま

す。したがいまして、予算につきましては、負担金の項目の中で、私ども明記させていただ

いております。この負担金の300万につきましては、県から新年度予算において事業の建設

のために必要だという形で、事前に明記するよう求められた金額でございます。あくまで指

示がございました。これは内々的なことなんですが。それで、仕事の内容と申しますと、あ

くまでポンプの建設のための実施設計書の作成、それに伴ってポンプの能力とかそういうの

が決まりますと、今度、予算、事業費にかかわってきます。その実施計画書の内容といたし

ましては、まず、蟹江川に排出するためのポンプ、放流ポンプなんですが、それの能力を決

定するのと、それから、それに伴います堤防を横断しなくてはなりませんので、樋管の構造

計算、構造設計、それが出てきます。それから、ポンプを管理するための上屋の建設、それ

が出てきます。それで、排水機場の改修に係る総事業費をあくまで含めた形の計画書を作成
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します。その計画書に基づいて事業費とか計画年度が逐次決まってくるということでござい

ますので、あくまでこの実施設計書をつくるのは県でつくりまして、その総事業費に対して

事業の年度数を決めていくという形でございます。そういうこともございまして、あくまで

町のほうといたしましては、実施設計はできたが、それでとまってしまっては困りますので、

即着工に移ってくださいということを強く要望していきたいと思っております。 

  それから、財源上の問題ですが、あくまで県の事業で行いますので、町の負担としまして

は15％。85％が県の予算でございます。それで、あくまでこの事業につきましては、やはり

国庫補助も県も手を挙げたいとは思うんですが、この本町の区域のエリアがちょっと小さい

ために該当いたしません。そういう形で、単独の県の税をもとにして85％の支出を考えてお

ります。その中で、議員言われますように、最近の経済状況、大変悪くなってきております。

それに対して税も下がるんではないかというような懸念もありますけれども、私もあくまで

調査設計に続いて着工を早めていただきたいということは、また要望していきたいと思いま

す。 

  以上でございます。 

○３番 山田邦夫君 

  町長に、ご決意か方針かを、本件について伺っておきたいと思います。 

○町長 横江淳一君 

  それでは、排水対策についてのご質問でございました。 

  担当者がるるお答えをさせていただいたとおりであります。これにつきましては、本来、

私が答弁をさせていただくべき内容であったかもしれませんが、ご存じのように私ももうし

ばらくで１期目の区切りの任期が切れるわけであります。ただ、自分の中で、皆様方本町の

議員の方だけではなくて、それぞれの皆様方から本町、蟹江地区のいわゆる排水対策につい

て、急務であるという質問をいただいておるのを重々承知をしております。 

  そんな中で、平成18年の浸水については大変深刻なものであったということも、私も受け

とめておりますし、実際、応急的にモーターがとまった場合、緊急的に動かす装置が、実は

蟹江町になかったわけであります。ご存じのように、急遽調査をいたしまして、停電の際も

対応できるような自動復旧装置も実はつけさせていただきました。そんな中で、広域、いわ

ゆる流域下水道の進捗状況もかんがみながら、駅前団地地域に、その状況になった場合には

あの地域に保水地をつくり、できるだけ排水機の改修も含めてやらせていただくということ

を平成18年にご答弁させていただいたことは記憶に新しところでございます。 

  そんな中で、今年度だと思いますけれども、私もお答えをさせていただきましたが、平成

25年をめどに排水機の改良をしたいというようなことも答えさせていただいた記憶がござい

ます。そんな中で、いつも山田議員がおっしゃいますいわゆる公債費率をどこまで上げるん

だと、借金体質から脱却しなければいけないんだということも含めて、我々としては、補助
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金を探りながら、今一番補助率のいい補助金、これは国の考え方もございましょうけれども、

農水省の補助金に頼らざるを得ない状況でありますが、さて、そこも国交省の問題もござい

ます。市街化が進んでまいりましたときに、本当に農水省のお金が使えるかどうかについて

も、これもしっかり検討しなければならない。そんな中でありがたいことに、今年度、来年

度、調査費設計調査のお金が県単独予算でつくことができました。私は今後、仮に町民の皆

様方の負託が得られるならば、このことについては早急に県に申し入れをしていくつもりで

もございますが、今、答えるべき立場にはございません。 

  しかしながら、今年度、議員の皆様方にお答えをいたしましたことにつきましては、必ず

や、この排水機対策については努めて進めてまいりたいなとこんなことを思っておりますし、

10年前の状況から比べますと、相当進んでおるやに私は思っております。町民の皆様方のい

ろいろな考え方もございましょう。それから、あの地域の土地改良区の皆様方の考え方も随

分変わってまいりました。そんな時期に、皆様と協調体制をとりながら蟹江町の排水対策の

みならず、地域の安心・安全のための施策を今後も探ってまいりたい。積極的に優先順位を

決めて進めていきたいな、こんなことを思っておりますので、何とぞご理解をいただきます

ようによろしくお願いをいたします。 

  以上です。 

○３番 山田邦夫君 

  ありがとうございました。 

  大変、蟹江町の金を余り使わずにやる方法を、去年、ことし、産業建設部、農政関係でお

考えいただいて、こういう形でやろうとしているということがわかってきました。ただし、

県も国も非常に資金、金がない時代で、あるところまでやったけれどもなしというふうにな

る可能性もあります。ですから、そのときはやれんわなでは済まない問題ですので、両刀の

構え。それよりは本件を絶対やり損なわないように、ことし実施設計をぐんぐん押していた

だきたい。そして、二度手間で金を投じないように、農政予算で下まで引ける、時間当たり

能力があるというのを一挙に解決するという設計ができるように、担当部署からもご努力を

お願いしたいと思います。 

  浸水問題について、関連する２つの問題を質問いたします。 

  今の問題は非常に基本的な問題ですけれども、近鉄の蟹江駅の北側の辺ですね。この辺の

浸水というのは、豪雨が降りますと水の行き場が実はないんですね。ですからだぼだぼで、

水が引くのが一番最後になっていることがわかっているわけですが、それは近鉄の駅のホー

ムの北に本町４号排水路というのがあります。これはずっと300メーターくらい北へ行きま

して、例の桜並木水路、６号排水路といいますが、あそこまで戻っていってナフコのところ

へ来て今の１号幹線へ入ってくる。要するに、コの字を書いて排水される。こちらの本町側

が満水している間は、近鉄裏は引かないんですね。この問題は将来ともこのままでいいだろ
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うかという質問が１つ。 

  もう一つは、蟹江南保育所の改築計画ができております。これはもう私の家の近くですけ

れども、ここの保育所の下に本町２号排水路というのがあります。甘強酒造の辺からあの辺

一帯です。保育所を建て直すときに、建物の下に排水路を通しておくかどうかというのはこ

の前議論になりました。迂回して西のほうからコの字型にやったらどうかというと、そこに

防火貯水槽のでっかいのがあると。その問題がどうなっているか、建築再建計画が１年ずれ

ましたので、検討はゆっくりでいいわということですが、あそこもしっかりあの水路をやっ

ておかないと、あの辺の洪水はなくせません。ですから、底なしのどぼどぼの排水路でなく

て、きちっとしたしっかりしたＵ字溝か暗渠で、どちらかというと僕は建物の下を通っても

いいなという感じを私は持って、ストレートに出ていったほうがいいなと思っておりますが、

そこも非常に大変問題がありますが、その２つについてお尋ねします。 

○下水道課長 絹川靖夫君 

  それでは、２問いただきましたので、順番に説明をさせていただきます。答弁させていた

だきます。 

  近鉄蟹江駅北地区の本町４号排水路は本町６号経由で排水しているが、将来ともこれでよ

いのかということでございますが、これにつきましては、最初に排水路名の位置確認をさせ

ていただきます。 

  まず、４号排水路は南北に位置し、梶原クリニック東側を南下しまして、桂寿司南下、近

鉄名古屋線まで、町道３号線までの、今言われた300メーター。断面につきましては、幅1.5、

高さ0.6の組み立て水路でございます。次に、本町６号排水路は、ナフコ本町店東側から東

郊線西側の町道本町99号線、幅1.5、高さ1.3メートルのカルバートボックスで暗渠化されて

いる排水路でございます。 

  平成13年度に、本町４号排水路は、環境対策の一環として、慢性的な湛水の解消を図るこ

とを目的に検討をさせていただきました。検討内容は、江向線において、東側、秋田硝子の

ほうへ３号排水路、西側、三重銀行のほうへ本町１号幹線に流下させる案もありましたが、

下水水路の流下能力不足、交通支障が大きく、経済的に不利と考え、実績もある経済的に有

利なポンプ排水案としました。この案は、既設排水路を利用し、４号排水路の流末、すなわ

ち、本町６号排水路交差点部分でポンプ排水をする計画案でございます。 

  しかし、事業の実施段階においては、他事業等の進捗状況に合わせた時期になると考えて

おります。 

  それから、南保育所の改築計画に伴う敷地、建物下を通っている本町２号排水路はどうし

ようと考えているかでございますが、答弁をさせていただきます。 

  本町２号排水路は、保育所敷地内に、Ｕ字型の水路にふたをかぶせた状態で、現在、保育

所用地を縦断しています。しかし、そのＵ字型の水路が経年変化による老朽化と、現在のよ
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うな敷地内に占用していると、水路の維持管理等が困難であると考えます。したがいまして、

保育所西側の町道本町80号線下に切り回す方法や、現在の位置で改築する方法等幾つかの方

法が考えられますが、現場状況を整理し、保育所の改築と排水路の維持管理に支障のない方

法で、早急に関係機関と協議を進め方針を決めていく考えでございますので、よろしくお願

い申し上げます。 

○３番 山田邦夫君 

  今の近鉄裏は、６号排水路のところへポンプで出すという基本的なお考えのようですが、

名前を申し上げて恐縮ですが、桂寿司の辺から非常に水路が悪いですね。近鉄駅のところま

ではいい水路になりましたが。そういう意味では排水能力が悪いし、大雨のときにはやっぱ

り300メーター北へ持っていくというのは問題があろうかと。将来になって、やっぱりここ

ら何とかしなければということも起き得るような気がしますので、ＵＦＪの辺か、三重銀行

の辺かわかりませんけれども、あるいは東の３号排水路か。両刀の構えで検討はしておいて

いただいたほうがいいと思います。 

  それから、保育所の下は、まだ１年検討の余地がありますので、また十分ご相談いただき

たいと思います。 

  そのほかに２つございますが、今回の予算書に出ていてあっと思ったんですが、既にその

ときには僕は質問状を出してあったんで、２号幹線というのは新本町線の下ですが、これが

大きなボックスカルバートで来ているんですけれども、山本医院のあの角をすーっと斜めに

横切って、海部建設のところへ出ているオープン水路へ出るところが、こうやって見ると、

とても3.5メーターの幅はないんですね。要するに、狭まっている。そのことは、既に前の

質問にもしました。そのときは、担当課長は「いや、排水機の辺で一挙に洪水食ってしまう

よりは、あそこでちょっと締めておいたほうがいいように思う」という答弁をされました。

それは排水能力がないからです。排水機の排水能力があれば大きな暗渠で来て、首を絞めて

いるというのは、その前が洪水を食うという現象が起ききますので、改良する必要があるん

ではないか。それが今度、調査費が予算書についておりましたので、問題はわかってみえる

なと。 

  もう一つは、近鉄の駅の西側に踏切があります。これは県道ですけれども。これをちょっ

と南へ行くと３号排水路が来ております。中学校のほうから来ている３号排水路は、幅がし

っかりしているんですが、あそこの県道の下の辺、３、40メーターが非常に狭いように思う

んです。両側から建物にぎゅっと基礎に圧迫されて。将来、向こう側が開けてきたときに、

その水がどっと来ると、またあそこでネックになる。ボトルネックになる。そのときには、

両側にビルでも建ったり、建物が建つと、もう工事なんかやれません。そういう見た目の心

配をするわけですが、その辺はどうなっているかお尋ねします。 

○下水道課長 絹川靖夫君 
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  それでは、引き続き２問いただきましたので、答弁をさせていただきます。 

  ２号幹線暗渠の出口、山本医院の南西が首絞め状態になっているように見えるが、このま

までよいのかでございます。答弁をさせていただきます。 

  この場所については、平成21年度本町２号幹線都市下水路改築工事を実施するため、設計

計画の委託業務を予算計上しました。これは、昨年、山本医院の南面にあった○○邸が更地

になりまして、その用地を借地させていただき、作業用地及び迂回路として計画し、現在、

既設断面、これは昔、川原小橋と呼んでいたと思います。これが断面的に、２メーター、２

メーターでございます。これを計画断面、３メーター50、２メーターに改築しまして、断面

の拡大と段差の解消を図る工事を平成21年度に実施する予定でございます。これによりまし

て、本町ポンプ場の流入アップと、管内貯留機能が回復し、本町地区の浸水解消になります。

山田議員の言われる人災人災という言葉が少しは小さくなると思って考えておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

  それから、最後の質問でございますが、本町３号排水路の近鉄駅南西の県道境政成新田・

蟹江線下のあたりの水路が、幅が狭まっているのが、将来もこれでよいのかでございますが、

これのご指摘の場所はきらく酒店南についてでございます。当時、民家等が隣接しておりま

した。鋼矢板を計画の位置に施工できず、県道から両サイド10メーターは水路幅が、計画は

2.5メーターありますが、計画より１メートルほど狭くなっているのが現状でございます。 

  しかしながら、この地域は主に舟入排水機場に流入する排水区域になっていまして、土地

利用も農地が多く、今のところは安全と考えています。ただし、今後さらに宅地化が進むと、

その際、水路改修計画が必要となると思われますが、現状におきましては、この本町３号排

水路においては、降雨時における浸水被害を最小限に食いとめるため、水路内に堆積したヘ

ドロの撤去を、平成16年度から蟹江中付近から着手し、本町ポンプ場に向かって、年次計画

で事業を促進しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長 奥田信宏君 

  あと残り約１分です。 

○３番 山田邦夫君 

  いろいろとどういうふうに仕組まれているかというのはわかってきましたので、やや安心

した感じであります。 

  きょうは本町地区の傍聴者もありますが、なかなか言っているばっかりで10年間、本来の

ことができていない、それが相当担当部署で一番いい方法でやりたいというふうに仕組まれ

ているということがわかってきました。ぜひひとつ、お金の使い方が値打ちに行くように、

そして、本町の住民が泣きを見ている問題が解決できるように、浸水はゼロメートル地帯じ

ゃしようがないという話じゃありませんので、安全のために、安心のために、ぜひ推進ご努
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力をお願いをいたしまして、質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長 奥田信宏君 

  以上で、山田邦夫君の質問を終わります。 

  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  なお、予定されておりました総務民生常任委員会は午後１時から開催をされますので、委

員の皆さんは午後１時にお集まりをください。 

  それでは、本日はこれにて散会をいたします。 

（午前１１時４３分） 


